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救
急
業
務
実
施
基
準
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表

○
救
急
業
務
実
施
基
準
（
昭
和
三
十
九
年
自
消
甲
教
第
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

救
急
業
務
実
施
基
準

救
急
業
務
実
施
基
準

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

救
急
隊
等
（
第
三
条
―
第
九
条
）

第
二
章

救
急
隊
等
（
第
三
条
―
第
八
条
）

第
三
章

救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
（
第
十
条
―
第
十
四
条
）

第
三
章

救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
（
第
九
条
―
第
十
三
条
）

第
四
章

救
急
活
動
（
第
十
五
条
―
第
二
十
五
条
）

第
四
章

救
急
活
動
（
第
十
四
条
―
第
二
十
四
条
）

第
五
章

医
療
機
関
等
（
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
）

第
五
章

医
療
機
関
等
（
第
二
十
五
条
・
第
二
十
六
条
）

第
六
章

救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
の
取
扱
い
（
第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
）

第
六
章

救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
の
取
扱
い
（
第
二
十
七
条
・
第
二
十
八
条
）

第
七
章

救
急
業
務
計
画
等
（
第
三
十
条
・
第
三
十
一
条
）

第
七
章

救
急
業
務
計
画
等
（
第
二
十
九
条
・
第
三
十
条
）

第
八
章

応
急
手
当
の
普
及
啓
発
（
第
三
十
二
条
）

第
八
章

応
急
手
当
の
普
及
啓
発
（
第
三
十
一
条
）

第
九
章

都
道
府
県
と
の
連
絡
調
整
（
第
三
十
三
条
）

第
九
章

都
道
府
県
と
の
連
絡
調
整
（
第
三
十
二
条
）

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
基
準
は
、
市
町
村
の
消
防
機
関
が
行
う
救
急
業
務
に
つ
い
て
、

第
一
条

こ
の
基
準
は
、
市
町
村
の
消
防
機
関
が
行
う
救
急
業
務
に
つ
い
て
、

必
要
な
事
項
を
定
め
、
救
急
業
務
の
能
率
的
運
営
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

必
要
な
事
項
を
定
め
、
救
急
業
務
の
能
率
的
運
営
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

る
。

（
用
語
の
意
義
）

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
基
準
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

第
二
条

こ
の
基
準
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
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に
よ
る
。

に
よ
る
。

一

救
急
業
務
と
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
。
以

一

救
急
業
務
と
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
救
急
業
務
を
い
う
。

下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
救
急
業
務
を
い
う
。

二

救
急
事
故
と
は
、
法
及
び
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三

二

救
急
事
故
と
は
、
法
及
び
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三

十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
救
急
業
務
の
対
象
で
あ
る

十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
救
急
業
務
の
対
象
で
あ
る

事
故
及
び
疾
病
を
い
う
。

事
故

を
い
う
。

三

救
急
自
動
車
と
は
、
救
急
業
務
を
行
う
自
動
車
を
い
う
。

三

救
急
自
動
車
と
は
、
救
急
業
務
を
行
う
自
動
車
を
い
う
。

第
二
章

救
急
隊
等

第
二
章

救
急
隊
等

（
救
急
隊
の
数
）

（
救
急
隊
の
数
）

第
三
条

消
防
本
部
又
は
署
所
に
配
置
す
る
救
急
自
動
車
に
よ
る
救
急
隊
の
数

第
三
条

市
町
村
に
置
く
救
急
自
動
車
に
よ
る
救
急
隊
の
数
は
、
原
則
と
し
て

は
、
原
則
と
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

人
口
十
万
以
下
の
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
お
お
む
ね
人
口
二
万
ご
と
に

一

人
口
十
五
万
以
下
の
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
お
お
む
ね
人
口
三
万
ご
と

一
と
す
る
。

に
一
と
す
る
。

二

人
口
十
万
を
超
え
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
五
に
人
口
十
万
を
超
え
る

二

人
口
十
五
万
を
超
え
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
五
に
人
口
十
五
万
を
超

人
口
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
人
口
五
万
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
と
す
る
。

え
る
人
口
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
人
口
六
万
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
と
す

る
。

（
医
師
等
）

（
医
師
等
）

第
四
条

市
町
村
長
は
、
救
急
業
務
を
行
う
た
め
医
師
若
し
く
は
看
護
師
を
配

第
四
条

市
町
村
長
は
、
救
急
業
務
を
行
う
た
め
医
師
若
し
く
は
看
護
師
を
配

置
し
、
又
は
救
急
自
動
車
若
し
く
は
救
急
業
務
を
行
う
航
空
機
（
以
下
単
に

置
し
、
又
は
救
急
自
動
車
若
し
く
は
救
急
業
務
を
行
う
航
空
機
（
以
下
単
に

「
航
空
機
」
と
い
う
。
）
に
搭
乗
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

「
航
空
機
」
と
い
う
。
）
に
搭
乗
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
救
急
隊
長
）

（
救
急
隊
長
）

第
五
条

救
急
隊
員
（
以
下
「
隊
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
一
人
は
、
救
急
隊

第
五
条

救
急
隊
員
（
以
下
「
隊
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
一
人
は
、
救
急
隊
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長
（
以
下
「
隊
長
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

長
（
以
下
「
隊
長
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２

隊
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
隊
員
を
指
揮
監
督
し
、
救
急
業
務
を
円
滑

２

隊
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
隊
員
を
指
揮
監
督
し
、
救
急
業
務
を
円
滑

に
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
救
急
隊
の
編
成
）

（
救
急
隊
の
編
成
）

第
六
条

消
防
長
は
、
救
急
救
命
士
（
救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三

第
六
条

消
防
長
は
、
救
急
救
命
士
（
救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三

十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
救
急
救
命
士
を
い
う
。
）
の
資
格
を

十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
救
急
救
命
士
を
い
う
。
）
の
資
格
を

有
す
る
隊
員
及
び
救
急
隊
員
の
行
う
応
急
処
置
等
の
基
準
（
昭
和
五
十
三
年

有
す
る
隊
員
及
び
救
急
隊
員
の
行
う
応
急
処
置
等
の
基
準
（
昭
和
五
十
三
年

消
防
庁
告
示
第
二
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
隊
員
を
も
っ
て
救
急
隊

消
防
庁
告
示
第
二
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
隊
員
を
も
っ
て
救
急
隊

を
編
成
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

を
編
成
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
代
替
要
員
の
確
保
）

（
新
設
）

第
七
条

消
防
長
は
、
救
急
事
故
が
特
に
多
い
地
域
に
お
い
て
は
、
隊
員
の
適

正
な
労
務
管
理
を
確
保
す
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
令
第
四
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
隊
員
の
代
替
要
員
（
同
条

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

（
隊
員
の
訓
練
）

（
隊
員
の
訓
練
）

第
八
条

消
防
長
は
、
隊
員
に
対
し
、
救
急
業
務
を
行
う
に
必
要
な
学
術
及
び

第
七
条

消
防
長
は
、
隊
員
に
対
し
、
救
急
業
務
を
行
う
に
必
要
な
学
術
及
び

技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
、
常
に
教
育
訓
練
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
、
常
に
教
育
訓
練
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
隊
員
の
服
装
）

（
隊
員
の
服
装
）

第
九
条

隊
員
は
、
救
急
業
務
を
行
う
場
合
は
、
消
防
吏
員
服
制
準
則
（
昭
和

第
八
条

隊
員
は
、
救
急
業
務
を
行
う
場
合
は
、
消
防
吏
員
服
制
準
則
（
昭
和

四
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
救
急
帽
、
救
急

四
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
救
急
帽
、
救
急
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服
及
び
救
急
用
の
靴
を
着
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
安
全
を
確
保
す

服
及
び
救
急
用
の
靴
を
着
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
安
全
を
確
保
す

る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
救
急
帽
に
代
え
て
保
安
帽
を
着
用
す
る
も
の

る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
救
急
帽
に
代
え
て
保
安
帽
を
着
用
す
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

第
三
章

救
急
自
動
車
及
び
航
空
機

第
三
章

救
急
自
動
車
及
び
航
空
機

（
救
急
自
動
車
の
要
件
）

（
救
急
自
動
車
の
要
件
）

第
十
条

救
急
自
動
車
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運

第
九
条

救
急
自
動
車
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運

輸
省
令
第
六
十
七
号
）
に
定
め
る
緊
急
自
動
車
の
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、

輸
省
令
第
六
十
七
号
）
に
定
め
る
緊
急
自
動
車
の
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一

隊
員
三
人
以
上
及
び
傷
病
者
二
人
以
上
を
収
容
し
、
か
つ
第
十
四
条
第

一

隊
員
三
人
以
上
及
び
傷
病
者
二
人
以
上
を
収
容
し
、
か
つ
第
十
三
条
第

一
項
に
定
め
る
も
の
を
積
載
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
項
に
定
め
る
も
の
を
積
載
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

四
輪
自
動
車
で
あ
る
こ
と
。

二

四
輪
自
動
車
で
あ
る
こ
と
。

三

傷
病
者
を
収
容
す
る
部
分
の
大
き
さ
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

三

傷
病
者
を
収
容
す
る
部
分
の
大
き
さ
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ

長
さ
一
・
九
メ
ー
ト
ル
、
幅
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ベ
ッ
ド
一
台

イ

長
さ
一
・
九
メ
ー
ト
ル
、
幅
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ベ
ッ
ド
一
台

以
上
及
び
担
架
二
台
以
上
を
収
納
し
、
か
つ
、
隊
員
が
業
務
を
行
う
こ

以
上
及
び
担
架
二
台
以
上
を
収
納
し
、
か
つ
、
隊
員
が
業
務
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
容
積
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
が
で
き
る
容
積
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

室
内
の
高
さ
は
、
隊
員
が
業
務
を
行
う
に
支
障
が
な
い
も
の
で
あ
る

ロ

室
内
の
高
さ
は
、
隊
員
が
業
務
を
行
う
に
支
障
が
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

四

十
分
な
緩
衝
装
置
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

十
分
な
緩
衝
装
置
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

適
当
な
防
音
、
換
気
及
び
保
温
の
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

五

適
当
な
防
音
、
換
気
及
び
保
温
の
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
で
あ

こ
と
。

る
こ
と
。

六

そ
の
他
救
急
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す

六

そ
の
他
救
急
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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２

道
路
の
幅
員
が
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
設
備
を
有

２

道
路
の
幅
員
が
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
設
備
を
有

す
る
救
急
自
動
車
の
通
行
に
十
分
で
な
い
道
路
を
通
行
し
て
救
急
業
務
を
行

す
る
救
急
自
動
車
の
通
行
に
十
分
で
な
い
道
路
を
通
行
し
て
救
急
業
務
を
行

う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
傷
病
者
の
収
容
人
数
に

う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
傷
病
者
の
収
容
人
数
に

関
す
る
規
定
及
び
同
項
第
三
号
イ
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
も

関
す
る
規
定
及
び
同
項
第
三
号
イ
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
航
空
機
の
要
件
）

（
航
空
機
の
要
件
）

第
十
一
条

航
空
機
は
、
強
度
、
構
造
及
び
性
能
が
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和

第
十
条

航
空
機
は
、
強
度
、
構
造
及
び
性
能
が
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
に
定
め
る
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の

十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
に
定
め
る
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
技

技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
設
備
を

術
上
の
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
設
備
を
有

有
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

一

隊
員
二
人
以
上
及
び
傷
病
者
二
人
以
上
を
収
容
し
、
か
つ
、
第
十
四
条

一

隊
員
二
人
以
上
及
び
傷
病
者
二
人
以
上
を
収
容
し
、
か
つ
、
第
十
三
条

第
一
項
に
定
め
る
も
の
を
積
載
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
一
項
に
定
め
る
も
の
を
積
載
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
二
基
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
二
基
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

そ
の
他
救
急
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す

三

そ
の
他
救
急
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
高
規
格
の
救
急
自
動
車
の
配
置
）

（
高
規
格
の
救
急
自
動
車
の
配
置
）

第
十
二
条

消
防
長
は
、
救
急
隊
員
の
行
う
応
急
処
置
等
の
基
準
第
六
条
第
三

第
十
一
条

消
防
長
は
、
救
急
隊
員
の
行
う
応
急
処
置
等
の
基
準
第
六
条
第
三

項
に
規
定
す
る
応
急
処
置
を
行
う
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る

項
に
規
定
す
る
応
急
処
置
を
行
う
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る

救
急
自
動
車
を
配
置
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

救
急
自
動
車
を
配
置
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
救
急
自
動
車
の
標
示
）

（
救
急
自
動
車
の
標
示
）

第
十
三
条

救
急
自
動
車
の
側
面
に
は
、
当
該
市
町
村
の
消
防
本
部
名
又
は
消

第
十
二
条

救
急
自
動
車
の
側
面
に
は
、
当
該
市
町
村
の
消
防
本
部
名
又
は
消

防
署
名
若
し
く
は
救
急
隊
名
を
標
示
す
る
も
の
と
す
る
。

防
署
名
若
し
く
は
救
急
隊
名
を
標
示
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
に
備
え
る
資
器
材
）

（
救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
に
備
え
る
資
器
材
）

第
十
四
条

救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
に
は
、
応
急
処
置
及
び
通
信
等
に
必
要

第
十
三
条

救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
に
は
、
応
急
処
置
及
び
通
信
等
に
必
要

な
資
器
材
で
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

な
資
器
材
で
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

２

消
防
長
は
、
救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ

２

消
防
長
は
、
救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
応
急
処
置
、
通
信
及
び
救
出
等
に
必
要
な
資
器
材
で
別
表
第
二
に
掲
げ

か
、
応
急
処
置
、
通
信
及
び
救
出
等
に
必
要
な
資
器
材
で
別
表
第
二
に
掲
げ

る
も
の
を
備
え
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
を
備
え
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

救
急
活
動

第
四
章

救
急
活
動

（
救
急
隊
の
出
動
）

（
救
急
隊
の
出
動
）

第
十
五
条

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
救
急
事
故
が

発
生
し
た
旨
の
通
報

第
十
四
条

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
救
急
事
故
が
、
発
生
し
た
旨
の
通
報

を
受
け
た
と
き
又
は
救
急
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
当
該

を
受
け
た
と
き
又
は
救
急
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
当
該

事
故
の
発
生
場
所
、
傷
病
者
の
数
及
び
傷
病
の
程
度
等
を
確
か
め
、
直
ち
に

事
故
の
発
生
場
所
、
傷
病
者
の
数
及
び
傷
病
の
程
度
等
を
確
か
め
、
直
ち
に

所
要
の
救
急
隊
を
出
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
要
の
救
急
隊
を
出
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
口
頭
指
導
）

（
口
頭
指
導
）

第
十
六
条

消
防
長
は
、
救
急
要
請
時
に
、
指
令
室
又
は
現
場
出
動
途
上
の
救

第
十
五
条

消
防
長
は
、
救
急
要
請
時
に
、
指
令
室
又
は
現
場
出
動
途
上
の
救

急
自
動
車
等
か
ら
、
救
急
現
場
付
近
に
あ
る
者
に
、
電
話
等
に
よ
り
応
急
手

急
自
動
車
等
か
ら
、
救
急
現
場
付
近
に
あ
る
者
に
、
電
話
等
に
よ
り
応
急
手

当
の
協
力
を
要
請
し
、
そ
の
方
法
を
指
導
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

当
の
協
力
を
要
請
し
、
そ
の
方
法
を
指
導
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
搬
送
を
拒
ん
だ
者
の
取
扱
い
）

（
搬
送
を
拒
ん
だ
者
の
取
扱
い
）

第
十
七
条

隊
員
は
、
救
急
業
務
の
実
施
に
際
し
、
傷
病
者
又
は
そ
の
関
係
者

第
十
六
条

隊
員
は
、
救
急
業
務
の
実
施
に
際
し
、
傷
病
者
又
は
そ
の
関
係
者

が
搬
送
を
拒
ん
だ
場
合
は
、
こ
れ
を
搬
送
し
な
い
も
の
と
す
る
。

が
搬
送
を
拒
ん
だ
場
合
は
、
こ
れ
を
搬
送
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
医
師
の
要
請
）

（
医
師
の
要
請
）

第
十
八
条

隊
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
速
や
か

第
十
七
条

隊
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
速
や
か

に
救
急
現
場
に
医
師
を
要
請
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の

に
救
急
現
場
に
医
師
を
要
請
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
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と
す
る
。

と
す
る
。

一

傷
病
者
の
状
態
か
ら
み
て
搬
送
す
る
こ
と
が
生
命
に
危
険
で
あ
る
と
認

一

傷
病
者
の
状
態
か
ら
み
て
搬
送
す
る
こ
と
が
生
命
に
危
険
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合

め
ら
れ
る
場
合

二

傷
病
者
の
状
態
か
ら
み
て
搬
送
可
否
の
判
断
が
困
難
な
場
合

二

傷
病
者
の
状
態
か
ら
み
て
搬
送
可
否
の
判
断
が
困
難
な
場
合

（
死
亡
者
の
取
扱
い
）

（
死
亡
者
の
取
扱
い
）

第
十
九
条

隊
員
は
、
傷
病
者
が
明
ら
か
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
又
は
医
師
が

第
十
八
条

隊
員
は
、
傷
病
者
が
明
ら
か
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
又
は
医
師
が

死
亡
し
て
い
る
と
診
断
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
搬
送
し
な
い
も
の
と
す
る
。

死
亡
し
て
い
る
と
診
断
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
搬
送
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
関
係
者
の
同
乗
）

（
関
係
者
の
同
乗
）

第
二
十
条

隊
員
は
、
救
急
業
務
の
実
施
に
際
し
、
傷
病
者
の
関
係
者
又
は
警

第
十
九
条

隊
員
は
、
救
急
業
務
の
実
施
に
際
し
、
傷
病
者
の
関
係
者
又
は
警

察
官
が
同
乗
を
求
め
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

察
官
が
同
乗
を
求
め
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

る
。

（
災
害
救
助
法
に
お
け
る
救
助
と
の
関
係
）

（
災
害
救
助
法
に
お
け
る
救
助
と
の
関
係
）

第
二
十
一
条

市
町
村
の
消
防
機
関
が
行
う
救
急
業
務
は
、
災
害
救
助
法
（
昭

第
二
十
条

市
町
村
の
消
防
機
関
が
行
う
救
急
業
務
は
、
災
害
救
助
法
（
昭
和

和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法

二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
の

の
規
定
に
基
づ
く
救
助
に
協
力
す
る
関
係
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
と
す

規
定
に
基
づ
く
救
助
に
協
力
す
る
関
係
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

る
。

（
感
染
症
と
疑
わ
れ
る
者
の
取
扱
い
）

（
感
染
症
と
疑
わ
れ
る
者
の
取
扱
い
）

第
二
十
二
条

隊
長
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

第
二
十
一
条

隊
長
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
一
類

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
一
類

感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
指
定
感
染
症

感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
指
定
感
染
症

又
は
新
感
染
症
と
疑
わ
れ
る
傷
病
者
を
搬
送
し
た
場
合
は
、
隊
員
、
救
急
自

又
は
新
感
染
症
と
疑
わ
れ
る
傷
病
者
を
搬
送
し
た
場
合
は
、
隊
員
、
救
急
自

動
車
及
び
航
空
機
等
の
汚
染
に
留
意
し
、
直
ち
に
所
定
の
消
毒
を
行
い
、
こ

動
車
及
び
航
空
機
等
の
汚
染
に
留
意
し
、
直
ち
に
所
定
の
消
毒
を
行
い
、
こ
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の
旨
を
消
防
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
傷
病
者
に
対
す
る
医
師
の
診

の
旨
を
消
防
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
傷
病
者
に
対
す
る
医
師
の
診

断
結
果
を
確
認
し
、
同
法
第
二
十
七
条
に
定
め
る
消
毒
を
講
ず
る
も
の
と
す

断
結
果
を
確
認
し
、
同
法
第
二
十
七
条
に
定
め
る
消
毒
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

る
。

（
要
保
護
者
等
の
取
扱
い
）

（
要
保
護
者
等
の
取
扱
い
）

第
二
十
三
条

消
防
長
は
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四

第
二
十
二
条

消
防
長
は
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四

号
）
に
定
め
る
被
保
護
者
又
は
要
保
護
者
と
認
め
ら
れ
る
傷
病
者
を
搬
送
し

号
）
に
定
め
る
被
保
護
者
又
は
要
保
護
者
と
認
め
ら
れ
る
傷
病
者
を
搬
送
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
十
九
条
各
項
に
定
め
る
機
関
に
通
知
す
る
も

た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
十
九
条
各
項
に
定
め
る
機
関
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
活
動
の
記
録
）

（
活
動
の
記
録
）

第
二
十
四
条

隊
員
は
、
救
急
活
動
を
行
っ
た
場
合
は
、
救
急
活
動
記
録
票
等

第
二
十
三
条

隊
員
は
、
救
急
活
動
を
行
っ
た
場
合
は
、
救
急
活
動
記
録
票
等

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
活
動
概
要
等
所
要
の
事
項
を
記
録
し
て

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
活
動
概
要
等
所
要
の
事
項
を
記
録
し
て

お
く
も
の
と
す
る
。

お
く
も
の
と
す
る
。

一

救
急
事
故
発
生
年
月
日

一

救
急
事
故
発
生
年
月
日

二

覚
知
時
刻

二

覚
知
時
刻

三

発
生
場
所

三

発
生
場
所

四

発
生
原
因

四

発
生
原
因

五

傷
病
者
の
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別

五

傷
病
者
の
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別

六

傷
病
の
部
位
・
程
度

六

傷
病
の
部
位
・
程
度

七

傷
病
者
を
搬
送
し
た
医
療
機
関
名
・
医
師
等

七

傷
病
者
を
搬
送
し
た
医
療
機
関
名
・
医
師
等

２

隊
員
は
、
傷
病
者
を
搬
送
し
、
医
療
機
関
に
引
渡
し
た
場
合
は
、
当
該
事

２

隊
員
は
、
傷
病
者
を
搬
送
し
、
医
療
機
関
に
引
渡
し
た
場
合
は
、
当
該
事

実
を
確
認
す
る
医
師
の
署
名
又
は
押
印
を
受
け
る
と
と
も
に
、
傷
病
名
、
傷

実
を
確
認
す
る
医
師
の
署
名
又
は
押
印
を
受
け
る
と
と
も
に
、
傷
病
名
、
傷

病
程
度
等
に
つ
い
て
、
当
該
医
師
の
所
見
を
聴
し
、
救
急
活
動
記
録
票
等
に

病
程
度
等
に
つ
い
て
、
当
該
医
師
の
所
見
を
聴
し
、
救
急
活
動
記
録
票
等
に
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記
録
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

記
録
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

３

隊
員
は
、
応
急
処
置
等
を
行
う
に
際
し
、
医
師
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に

３

隊
員
は
、
応
急
処
置
等
を
行
う
に
際
し
、
医
師
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
当
該
医
師
の
氏
名
及
び
そ
の
指
示
内
容
を
救
急
活
動
記
録
票
等
に
記
録

は
、
当
該
医
師
の
氏
名
及
び
そ
の
指
示
内
容
を
救
急
活
動
記
録
票
等
に
記
録

し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

（
家
族
等
へ
の
連
絡
）

（
家
族
等
へ
の
連
絡
）

第
二
十
五
条

隊
員
は
、
傷
病
者
の
傷
病
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め

第
二
十
四
条

隊
員
は
、
傷
病
者
の
傷
病
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
そ
の
者
の
家
族
等
に
対
し
、
傷
病
の
程
度
又
は
状
況
等
を
連
絡
す

る
と
き
は
そ
の
者
の
家
族
等
に
対
し
、
傷
病
の
程
度
又
は
状
況
等
を
連
絡
す

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

医
療
機
関
等

第
五
章

医
療
機
関
等

（
医
療
機
関
と
の
連
絡
）

（
医
療
機
関
と
の
連
絡
）

第
二
十
六
条

消
防
長
は
、
救
急
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
医
療
機
関
と
常
に
密

第
二
十
五
条

消
防
長
は
、
救
急
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
医
療
機
関
と
常
に
密

接
な
連
絡
を
と
る
も
の
と
す
る
。

接
な
連
絡
を
と
る
も
の
と
す
る
。

２

消
防
長
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
り
得
た
医
療
機
関
に
お
け
る
空
床

２

消
防
長
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
り
得
た
医
療
機
関
に
お
け
る
空
床

の
状
況
等
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
近
接
す
る
他
の
消
防
本
部

の
状
況
等
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
近
接
す
る
他
の
消
防
本
部

の
消
防
長
と
相
互
に
情
報
を
交
換
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

の
消
防
長
と
相
互
に
情
報
を
交
換
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
団
体
等
と
の
連
絡
）

（
団
体
等
と
の
連
絡
）

第
二
十
七
条

消
防
長
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
で
救
急
に
関
す
る
事
務
を

第
二
十
六
条

消
防
長
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
で
救
急
に
関
す
る
事
務
を

行
っ
て
い
る
団
体
等
と
救
急
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
情
報
を
交
換
し
、
緊
密

行
っ
て
い
る
団
体
等
と
救
急
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
情
報
を
交
換
し
、
緊
密

な
連
絡
を
と
る
も
の
と
す
る
。

な
連
絡
を
と
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
の
取
扱
い

第
六
章

救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
の
取
扱
い

（
消
毒
）

（
消
毒
）

第
二
十
八
条

消
防
長
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
救
急
自
動

第
二
十
七
条

消
防
長
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
救
急
自
動
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車
、
航
空
機
及
び
積
載
品
等
の
消
毒
を
行
う
も
の
と
す
る
。

車
、
航
空
機
及
び
積
載
品
等
の
消
毒
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

定
期
消
毒

月
一
回

一

定
期
消
毒

月
一
回

二

使
用
後
消
毒

毎
使
用
後

二

使
用
後
消
毒

毎
使
用
後

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
を
効
果
的
に
行
う
た
め
、
署
所
（
消
防
力
の
整

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
を
効
果
的
に
行
う
た
め
、
署
所
（
消
防
力
の
整

備
指
針
（
平
成
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る

備
指
針
（
平
成
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る

署
所
を
い
う
。
）
及
び
航
空
機
基
地
に
は
、
ホ
ル
マ
リ
ン
ガ
ス
消
毒
器
、
エ

署
所
を
い
う
。
）
及
び
航
空
機
基
地
に
は
、
ホ
ル
マ
リ
ン
ガ
ス
消
毒
器
、
エ

チ
レ
ン
オ
キ
サ
イ
ド
ガ
ス
滅
菌
器
等
の
消
毒
用
資
器
材
を
備
え
る
も
の
と
す

チ
レ
ン
オ
キ
サ
イ
ド
ガ
ス
滅
菌
器
等
の
消
毒
用
資
器
材
を
備
え
る
も
の
と
す

る
。

る
。

（
消
毒
の
標
示
）

（
消
毒
の
標
示
）

第
二
十
九
条

消
防
長
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
消
毒
を
し
た
と
き

第
二
十
八
条

消
防
長
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
消
毒
を
し
た
と
き

は
、
消
毒
実
施
年
月
日
、
消
毒
方
法
、
消
毒
薬
品
名
及
び
施
行
者
名
等
を
消

は
、
消
毒
実
施
年
月
日
、
消
毒
方
法
、
消
毒
薬
品
名
及
び
施
行
者
名
等
を
消

毒
実
施
表
に
記
入
し
、
救
急
自
動
車
又
は
航
空
機
の
見
や
す
い
場
所
に
標
示

毒
実
施
表
に
記
入
し
、
救
急
自
動
車
又
は
航
空
機
の
見
や
す
い
場
所
に
標
示

し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

第
七
章

救
急
業
務
計
画
等

第
七
章

救
急
業
務
計
画
等

（
救
急
業
務
計
画
）

（
救
急
業
務
計
画
）

第
三
十
条

消
防
長
は
、
特
殊
な
救
急
事
故
の
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
救
急

第
二
十
九
条

消
防
長
は
、
特
殊
な
救
急
事
故
の
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
救

業
務
の
実
施
に
つ
い
て
の
計
画
を
作
成
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

急
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
の
計
画
を
作
成
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

２

消
防
長
は
、
毎
年
一
回
以
上
前
項
に
定
め
る
計
画
に
基
づ
く
訓
練
を
行
う

２

消
防
長
は
、
毎
年
一
回
以
上
前
項
に
定
め
る
計
画
に
基
づ
く
訓
練
を
行
う

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
救
急
調
査
）

（
救
急
調
査
）

第
三
十
一
条

消
防
長
は
、
救
急
業
務
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
当
該
市

第
三
十
条

消
防
長
は
、
救
急
業
務
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
当
該
市
町

町
村
の
区
域
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
調
査
を
行
う

村
の
区
域
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
調
査
を
行
う
も
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も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

地
勢
及
び
交
通
の
状
況

一

地
勢
及
び
交
通
の
状
況

二

救
急
事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
対
象
物
の
位
置
及
び
構
造

二

救
急
事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
対
象
物
の
位
置
及
び
構
造

三

医
療
機
関
等
の
位
置
及
び
そ
の
他
必
要
な
事
項

三

医
療
機
関
等
の
位
置
及
び
そ
の
他
必
要
な
事
項

四

そ
の
他
消
防
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

四

そ
の
他
消
防
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
八
章

応
急
手
当
の
普
及
啓
発

第
八
章

応
急
手
当
の
普
及
啓
発

（
住
民
に
対
す
る
普
及
啓
発
）

（
住
民
に
対
す
る
普
及
啓
発
）

第
三
十
二
条

消
防
長
は
、
住
民
に
対
す
る
応
急
手
当
の
普
及
啓
発
活
動
を
計

第
三
十
一
条

消
防
長
は
、
住
民
に
対
す
る
応
急
手
当
の
普
及
啓
発
活
動
を
計

画
的
に
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

画
的
に
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
九
章

都
道
府
県
と
の
連
絡
調
整

第
九
章

都
道
府
県
と
の
連
絡
調
整

（
都
道
府
県
と
の
連
絡
調
整
）

（
都
道
府
県
と
の
連
絡
調
整
）

第
三
十
三
条

都
道
府
県
が
保
有
す
る
航
空
機
に
よ
り
市
町
村
が
救
急
業
務
を

第
三
十
二
条

都
道
府
県
が
保
有
す
る
航
空
機
に
よ
り
市
町
村
が
救
急
業
務
を

実
施
す
る
場
合
は
、
当
該
市
町
村
は
救
急
業
務
の
円
滑
な
遂
行
の
た
め
都
道

実
施
す
る
場
合
は
、
当
該
市
町
村
は
救
急
業
務
の
円
滑
な
遂
行
の
た
め
都
道

府
県
と
必
要
な
調
整
を
図
る
も
の
と
す
る
。

府
県
と
必
要
な
調
整
を
図
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一

（
略
）

別
表
第
一

（
略
）

別
表
第
二

（
略
）

別
表
第
二

（
略
）
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救
急
業
務
実
施
基
準

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

救
急
隊
等
（
第
三
条
―
第
九
条
）

第
三
章

救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
（
第
十
条
―
第
十
四
条
）

第
四
章

救
急
活
動
（
第
十
五
条
―
第
二
十
五
条
）

第
五
章

医
療
機
関
等
（
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
）

第
六
章

救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
の
取
扱
い
（
第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
）

第
七
章

救
急
業
務
計
画
等
（
第
三
十
条
・
第
三
十
一
条
）

第
八
章

応
急
手
当
の
普
及
啓
発
（
第
三
十
二
条
）

第
九
章

都
道
府
県
と
の
連
絡
調
整
（
第
三
十
三
条
）

第
一
章

総
則
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（
目
的
）

第
一
条

こ
の
基
準
は
、
市
町
村
の
消
防
機
関
が
行
う
救
急
業
務
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
、
救
急
業
務
の
能
率
的

運
営
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
基
準
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

救
急
業
務
と
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
救
急
業
務
を

い
う
。

二

救
急
事
故
と
は
、
法
及
び
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る

救
急
業
務
の
対
象
で
あ
る
事
故
及
び
疾
病
を
い
う
。

三

救
急
自
動
車
と
は
、
救
急
業
務
を
行
う
自
動
車
を
い
う
。
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第
二
章

救
急
隊
等

（
救
急
隊
の
数
）

第
三
条

消
防
本
部
又
は
署
所
に
配
置
す
る
救
急
自
動
車
に
よ
る
救
急
隊
の
数
は
、
原
則
と
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一

人
口
十
万
以
下
の
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
お
お
む
ね
人
口
二
万
ご
と
に
一
と
す
る
。

二

人
口
十
万
を
超
え
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
五
に
人
口
十
万
を
超
え
る
人
口
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
人
口
五
万
ご
と

に
一
を
加
え
た
数
と
す
る
。

（
医
師
等
）

第
四
条

市
町
村
長
は
、
救
急
業
務
を
行
う
た
め
医
師
若
し
く
は
看
護
師
を
配
置
し
、
又
は
救
急
自
動
車
若
し
く
は
救
急
業
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務
を
行
う
航
空
機
（
以
下
単
に
「
航
空
機
」
と
い
う
。
）
に
搭
乗
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
救
急
隊
長
）

第
五
条

救
急
隊
員
（
以
下
「
隊
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
一
人
は
、
救
急
隊
長
（
以
下
「
隊
長
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２

隊
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
隊
員
を
指
揮
監
督
し
、
救
急
業
務
を
円
滑
に
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
救
急
隊
の
編
成
）

第
六
条

消
防
長
は
、
救
急
救
命
士
（
救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
救
急

救
命
士
を
い
う
。
）
の
資
格
を
有
す
る
隊
員
及
び
救
急
隊
員
の
行
う
応
急
処
置
等
の
基
準
（
昭
和
五
十
三
年
消
防
庁
告
示
第

二
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
隊
員
を
も
っ
て
救
急
隊
を
編
成
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
交
替
要
員
の
確
保
）
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第
七
条

消
防
長
は
、
救
急
事
故
が
特
に
多
い
地
域
に
お
い
て
は
、
隊
員
の
適
正
な
労
務
管
理
を
確
保
す
る
た
め
、
地
域
の
実

情
に
応
じ
て
令
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
隊
員
の
代
替
要
員
（
同
条
第
三
項
各
号
に
掲

げ
る
者
に
限
る
。
）
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
隊
員
の
訓
練
）

第
八
条

消
防
長
は
、
隊
員
に
対
し
、
救
急
業
務
を
行
う
に
必
要
な
学
術
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
、
常
に
教
育
訓
練

を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
隊
員
の
服
装
）

第
九
条

隊
員
は
、
救
急
業
務
を
行
う
場
合
は
、
消
防
吏
員
服
制
準
則
（
昭
和
四
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
に
定
め
る

基
準
に
従
っ
た
救
急
帽
、
救
急
服
及
び
救
急
用
の
靴
を
着
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
救
急
帽
に
代
え
て
保
安
帽
を
着
用
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
三
章

救
急
自
動
車
及
び
航
空
機

（
救
急
自
動
車
の
要
件
）

第
十
条

救
急
自
動
車
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
に
定
め
る
緊
急
自
動

車
の
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一

隊
員
三
人
以
上
及
び
傷
病
者
二
人
以
上
を
収
容
し
、
か
つ
第
十
四
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
を
積
載
で
き
る
構
造
の

も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

四
輪
自
動
車
で
あ
る
こ
と
。

三

傷
病
者
を
収
容
す
る
部
分
の
大
き
さ
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ

長
さ
一
・
九
メ
ー
ト
ル
、
幅
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ベ
ッ
ド
一
台
以
上
及
び
担
架
二
台
以
上
を
収
納
し
、
か
つ

隊
員
が
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
容
積
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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ロ

室
内
の
高
さ
は
、
隊
員
が
業
務
を
行
う
に
支
障
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

十
分
な
緩
衝
装
置
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

適
当
な
防
音
、
換
気
及
び
保
温
の
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

そ
の
他
救
急
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

道
路
の
幅
員
が
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
救
急
自
動
車
の
通
行
に
十
分
で
な
い
道

路
を
通
行
し
て
救
急
業
務
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
傷
病
者
の
収
容
人
数
に
関
す
る
規
定

及
び
同
項
第
三
号
イ
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
航
空
機
の
要
件
）

第
十
一
条

航
空
機
は
、
強
度
、
構
造
及
び
性
能
が
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
に
定
め

る
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
も
の

と
す
る
。



- 8 -

一

隊
員
二
人
以
上
及
び
傷
病
者
二
人
以
上
を
収
容
し
、
か
つ
、
第
十
四
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
を
積
載
で
き
る
構
造

の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
二
基
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

そ
の
他
救
急
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
高
規
格
の
救
急
自
動
車
の
配
置
）

第
十
二
条

消
防
長
は
、
救
急
隊
員
の
行
う
応
急
処
置
等
の
基
準
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
応
急
処
置
を
行
う
た
め
に
必

要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
救
急
自
動
車
を
配
置
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
救
急
自
動
車
の
標
示
）

第
十
三
条

救
急
自
動
車
の
側
面
に
は
、
当
該
市
町
村
の
消
防
本
部
名
又
は
消
防
署
名
若
し
く
は
救
急
隊
名
を
標
示
す
る
も

の
と
す
る
。
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（
救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
に
備
え
る
資
器
材
）

第
十
四
条

救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
に
は
、
応
急
処
置
及
び
通
信
等
に
必
要
な
資
器
材
で
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
を
備

え
る
も
の
と
す
る
。

２

消
防
長
は
、
救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
応
急
処
置
、
通
信
及
び
救
出
等
に
必
要

な
資
器
材
で
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
を
備
え
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

救
急
活
動

（
救
急
隊
の
出
動
）

第
十
五
条

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
救
急
事
故
が
発
生
し
た
旨
の
通
報
を
受
け
た
と
き
又
は
救
急
事
故
が
発
生
し
た
こ

と
を
知
っ
た
と
き
は
、
当
該
事
故
の
発
生
場
所
、
傷
病
者
の
数
及
び
傷
病
の
程
度
等
を
確
か
め
、
直
ち
に
所
要
の
救
急
隊
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を
出
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
口
頭
指
導
）

第
十
六
条

消
防
長
は
、
救
急
要
請
時
に
、
指
令
室
又
は
現
場
出
動
途
上
の
救
急
自
動
車
等
か
ら
、
救
急
現
場
付
近
に
あ
る

者
に
、
電
話
等
に
よ
り
応
急
手
当
の
協
力
を
要
請
し
、
そ
の
方
法
を
指
導
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
搬
送
を
拒
ん
だ
者
の
取
扱
い
）

第
十
七
条

隊
員
は
、
救
急
業
務
の
実
施
に
際
し
、
傷
病
者
又
は
そ
の
関
係
者
が
搬
送
を
拒
ん
だ
場
合
は
、
こ
れ
を
搬
送
し

な
い
も
の
と
す
る
。

（
医
師
の
要
請
）

第
十
八
条

隊
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
速
や
か
に
救
急
現
場
に
医
師
を
要
請
し
、
必
要
な
措
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置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一

傷
病
者
の
状
態
か
ら
み
て
搬
送
す
る
こ
と
が
生
命
に
危
険
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

二

傷
病
者
の
状
態
か
ら
み
て
搬
送
可
否
の
判
断
が
困
難
な
場
合

（
死
亡
者
の
取
扱
い
）

第
十
九
条

隊
員
は
、
傷
病
者
が
明
ら
か
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
又
は
医
師
が
死
亡
し
て
い
る
と
診
断
し
た
場
合
は
、
こ
れ

を
搬
送
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
関
係
者
の
同
乗
）

第
二
十
条

隊
員
は
、
救
急
業
務
の
実
施
に
際
し
、
傷
病
者
の
関
係
者
又
は
警
察
官
が
同
乗
を
求
め
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応

ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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（
災
害
救
助
法
に
お
け
る
救
助
と
の
関
係
）

第
二
十
一
条

市
町
村
の
消
防
機
関
が
行
う
救
急
業
務
は
、
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ

れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
く
救
助
に
協
力
す
る
関
係
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
感
染
症
と
疑
わ
れ
る
者
の
取
扱
い
）

第
二
十
二
条

隊
長
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四

号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
指
定
感
染
症
又
は
新
感
染

症
と
疑
わ
れ
る
傷
病
者
を
搬
送
し
た
場
合
は
、
隊
員
、
救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
等
の
汚
染
に
留
意
し
、
直
ち
に
所
定
の

消
毒
を
行
い
、
こ
の
旨
を
消
防
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
傷
病
者
に
対
す
る
医
師
の
診
断
結
果
を
確
認
し
、
同
法

第
二
十
七
条
に
定
め
る
消
毒
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
要
保
護
者
等
の
取
扱
い
）
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第
二
十
三
条

消
防
長
は
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
定
め
る
被
保
護
者
又
は
要
保
護
者
と

認
め
ら
れ
る
傷
病
者
を
搬
送
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
十
九
条
各
項
に
定
め
る
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
活
動
の
記
録
）

第
二
十
四
条

隊
員
は
、
救
急
活
動
を
行
っ
た
場
合
は
、
救
急
活
動
記
録
票
等
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
活
動
概

要
等
所
要
の
事
項
を
記
録
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

一

救
急
事
故
発
生
年
月
日

二

覚
知
時
刻

三

発
生
場
所

四

発
生
原
因

五

傷
病
者
の
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別

六

傷
病
の
部
位
・
程
度
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七

傷
病
者
を
搬
送
し
た
医
療
機
関
名
・
医
師
等

２

隊
員
は
、
傷
病
者
を
搬
送
し
、
医
療
機
関
に
引
渡
し
た
場
合
は
、
当
該
事
実
を
確
認
す
る
医
師
の
署
名
又
は
押
印
を
受

け
る
と
と
も
に
、
傷
病
名
、
傷
病
程
度
等
に
つ
い
て
、
当
該
医
師
の
所
見
を
聴
し
、
救
急
活
動
記
録
票
等
に
記
録
し
て
お

く
も
の
と
す
る
。

３

隊
員
は
、
応
急
処
置
等
を
行
う
に
際
し
、
医
師
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
医
師
の
氏
名
及
び
そ
の
指
示
内
容

を
救
急
活
動
記
録
票
等
に
記
録
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

（
家
族
等
へ
の
連
絡
）

第
二
十
五
条

隊
員
は
、
傷
病
者
の
傷
病
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
そ
の
者
の
家
族
等
に
対
し
、
傷
病

の
程
度
又
は
状
況
等
を
連
絡
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

医
療
機
関
等



- 15 -

（
医
療
機
関
と
の
連
絡
）

第
二
十
六
条

消
防
長
は
、
救
急
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
医
療
機
関
と
常
に
密
接
な
連
絡
を
と
る
も
の
と
す
る
。

２

消
防
長
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
り
得
た
医
療
機
関
に
お
け
る
空
床
の
状
況
等
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応

じ
、
近
接
す
る
他
の
消
防
本
部
の
消
防
長
と
相
互
に
情
報
を
交
換
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
団
体
等
と
の
連
絡
）

第
二
十
七
条

消
防
長
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
で
救
急
に
関
す
る
事
務
を
行
っ
て
い
る
団
体
等
と
救
急
業
務
の
実
施
に

つ
い
て
情
報
を
交
換
し
、
緊
密
な
連
絡
を
と
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

救
急
自
動
車
及
び
航
空
機
の
取
扱
い
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（
消
毒
）

第
二
十
八
条

消
防
長
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
救
急
自
動
車
、
航
空
機
及
び
積
載
品
等
の
消
毒
を
行
う

も
の
と
す
る
。

一

定
期
消
毒

月
一
回

二

使
用
後
消
毒

毎
使
用
後

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
を
効
果
的
に
行
う
た
め
、
署
所
（
消
防
力
の
整
備
指
針
（
平
成
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）

第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
署
所
を
い
う
。
）
及
び
航
空
機
基
地
に
は
、
ホ
ル
マ
リ
ン
ガ
ス
消
毒
器
、
エ
チ
レ
ン
オ
キ
サ
イ

ド
ガ
ス
滅
菌
器
等
の
消
毒
用
資
器
材
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

（
消
毒
の
標
示
）

第
二
十
九
条

消
防
長
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
消
毒
を
し
た
と
き
は
、
消
毒
実
施
年
月
日
、
消
毒
方
法
、
消
毒
薬

品
名
及
び
施
行
者
名
等
を
消
毒
実
施
表
に
記
入
し
、
救
急
自
動
車
又
は
航
空
機
の
見
や
す
い
場
所
に
標
示
し
て
お
く
も
の
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と
す
る
。

第
七
章

救
急
業
務
計
画
等

（
救
急
業
務
計
画
）

第
三
十
条

消
防
長
は
、
特
殊
な
救
急
事
故
の
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
救
急
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
の
計
画
を
作
成
し
て

お
く
も
の
と
す
る
。

２

消
防
長
は
、
毎
年
一
回
以
上
前
項
に
定
め
る
計
画
に
基
づ
く
訓
練
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
救
急
調
査
）

第
三
十
一
条

消
防
長
は
、
救
急
業
務
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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一

地
勢
及
び
交
通
の
状
況

二

救
急
事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
対
象
物
の
位
置
及
び
構
造

三

医
療
機
関
等
の
位
置
及
び
そ
の
他
必
要
な
事
項

四

そ
の
他
消
防
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
八
章

応
急
手
当
の
普
及
啓
発

（
住
民
に
対
す
る
普
及
啓
発
）

第
三
十
二
条

消
防
長
は
、
住
民
に
対
す
る
応
急
手
当
の
普
及
啓
発
活
動
を
計
画
的
に
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
九
章

都
道
府
県
と
の
連
絡
調
整
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（
都
道
府
県
と
の
連
絡
調
整
）

第
三
十
三
条

都
道
府
県
が
保
有
す
る
航
空
機
に
よ
り
市
町
村
が
救
急
業
務
を
実
施
す
る
場
合
は
、
当
該
市
町
村
は
救
急
業

務
の
円
滑
な
遂
行
の
た
め
都
道
府
県
と
必
要
な
調
整
を
図
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一

分

類

品

名

血

圧

計

血

中

酸

素

飽

和

度

測

定

器

観

察

用

資

器

材

検

眼

ラ

イ

ト

心

電

計

体

温

計

聴

診

器
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気

道

確

保

用

資

器

材

吸

引

器

一

式

喉

頭

鏡

呼

吸

・

循

環

管

理

用

資

器

材

酸

素

吸

入

器

一

式

自

動

式

人

工

呼

吸

器

一

式

自

動

体

外

式

除

細

動

器

手

動

式

人

工

呼

吸

器

一

式

マ

ギ

ー

ル

鉗

子

創

傷

等

保

護

用

資

器

材

固

定

用

資

器

材

創

傷

保

護

用

資

器

材

雨

お

お

い

ス

ク

ー

プ

ス

ト

レ

ッ

チ

ャ

ー
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保

温

・

搬

送

用

資

器

材

担

架

バ

ッ

ク

ボ

ー

ド

保

温

用

毛

布

感

染

防

止

・

消

毒

用

資

器

材

感

染

防

止

用

資

器

材

消

毒

用

資

器

材

通

信

用

資

器

材

無

線

装

置

懐

中

電

灯

救

急

バ

ッ

グ

ト

リ

ア

ー

ジ

タ

ッ

グ

そ

の

他

の

資

器

材

膿

盆

は

さ

み

ピ

ン

セ

ッ

ト
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分

娩

用

資

器

材

冷

却

用

資

器

材

備
考

１

気
道
確
保
用
資
器
材
は
、
経
鼻
エ
ア
ー
ウ
ェ
イ
及
び
経
口
エ
ア
ー
ウ
ェ
イ
を
含
む
気
道
確
保
に
必
要
な
資
器
材
を
い
う
。

２

吸
引
器
一
式
は
、
吸
引
用
カ
テ
ー
テ
ル
を
含
む
口
腔
内
等
の
吸
引
に
必
要
な
資
器
材
を
い
う
。

３

酸
素
吸
入
器
一
式
は
、
酸
素
ボ
ン
ベ
、
酸
素
吸
入
用
鼻
カ
ニ
ュ
ー
レ
及
び
酸
素
吸
入
用
マ
ス
ク
を
含
む
酸
素
吸
入
に
必

要
な
資
器
材
を
い
う
。

４

自
動
式
人
工
呼
吸
器
一
式
は
、
換
気
回
数
及
び
換
気
量
が
設
定
で
き
る
も
の
と
し
、
手
動
式
人
工
呼
吸
器
及
び
酸
素
吸

入
器
に
含
ま
れ
る
資
器
材
と
重
複
す
る
も
の
は
共
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。

５

自
動
体
外
式
除
細
動
器
は
、
救
急
救
命
士
が
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
心
電
図
波
形
の
確
認
及
び
解
析
時
期
の
選

択
が
可
能
な
も
の
が
望
ま
し
く
、
地
域
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議
会
の
助
言
等
に
応
じ
て
備
え
る
も
の
と
す
る
。

６

手
動
式
人
工
呼
吸
器
一
式
は
、
人
工
呼
吸
用
の
フ
ェ
イ
ス
マ
ス
ク
を
含
む
手
動
に
よ
る
人
工
呼
吸
に
必
要
な
資
器
材
を
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い
う
。

７

固
定
用
資
器
材
は
、
副
子
及
び
頸
椎
固
定
補
助
器
具
を
含
む
全
身
又
は
負
傷
部
位
の
固
定
に
必
要
な
資
器
材
を
い
う
。

８

創
傷
保
護
用
資
器
材
は
、
三
角
巾
、
包
帯
及
び
ガ
ー
ゼ
を
含
む
創
傷
被
覆
に
必
要
な
資
器
材
を
い
う
。

９

感
染
防
止
用
資
器
材
は
、
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
手
袋
、
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
マ
ス
ク
、
ゴ
ー
グ
ル
、
Ｎ
―

マ
ス
ク
及

95

び
感
染
防
止
衣
を
含
む
感
染
防
止
に
必
要
な
資
器
材
を
い
う
。

消
毒
用
資
器
材
は
、
各
種
消
毒
薬
及
び
各
種
消
毒
器
を
含
む
消
毒
に
必
要
な
資
器
材
を
い
う
。

10

分
娩
用
資
器
材
は
、
臍
帯
ク
リ
ッ
プ
を
含
む
分
娩
に
必
要
な
資
器
材
を
い
う
。

11

冷
却
用
資
器
材
は
、
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
瞬
間
冷
却
材
等
と
す
る
。

12
別
表
第
二

分

類

品

名

観

察

用

資

器

材

血

糖

値

測

定

器
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呼

気

二

酸

化

炭

素

測

定

器

具

自

動

式

心

マ

ッ

サ

ー

ジ

器

呼

吸

・

循

環

管

理

用

資

器

材

シ

ョ

ッ

ク

パ

ン

ツ

心

肺

蘇

生

用

背

板

特

定

行

為

用

資

器

材

ビ

デ

オ

硬

性

挿

管

用

喉

頭

鏡

携

帯

電

話

通

信

用

資

器

材

情

報

通

信

端

末

心

電

図

伝

送

等

送

受

信

機

器

救

命

綱

救

出

用

資

器

材

救

命

浮

環

万

能

斧
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汚

物

入

そ

の

他

の

資

器

材

在

宅

療

法

継

続

用

資

器

材

洗

眼

器

リ

ン

グ

カ

ッ

タ

ー

そ

の

他

必

要

と

認

め

ら

れ

る

資

器

材

備
考

１

自
動
式
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
器
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
備
え
る
も
の
と
す
る
。

２

特
定
行
為
用
資
器
材
は
、
救
急
救
命
士
法
施
行
規
則
（
平
成
三
年
八
月
十
四
日
厚
生
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
十
一
条

に
定
め
る
救
急
救
命
処
置
に
必
要
な
資
器
材
と
し
、
地
域
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議
会
の
助
言
等
に
応
じ
て
備
え

る
も
の
と
す
る
。

３

ビ
デ
オ
硬
性
挿
管
用
喉
頭
鏡
は
、
チ
ュ
ー
ブ
誘
導
機
能
を
有
す
る
も
の
と
し
、
地
域
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議

会
の
助
言
等
に
応
じ
て
備
え
る
も
の
と
す
る
。
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４

情
報
通
信
端
末
は
、
傷
病
者
情
報
の
共
有
や
緊
急
度
判
定
の
支
援
等
、
救
急
業
務
の
円
滑
化
に
資
す
る
た
め
の
機
能
を

有
す
る
資
器
材
と
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
備
え
る
も
の
と
す
る
。

５

心
電
図
伝
送
等
送
受
信
機
器
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
備
え
る
も
の
と
す
る
。

６

在
宅
療
法
継
続
用
資
器
材
は
、
医
療
機
関
に
搬
送
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
在
宅
療
法
を
継
続
す
る
た
め
に
必
要
な

資
器
材
と
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
備
え
る
も
の
と
す
る
。
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